
原材料費等のコスト増加の影響を受ける市内中小企業者に対して、事業継続のための支援金を給付します。
さらに、自然災害及び感染症に対応したＢＣＰの策定者には、別途10万円を上乗せ給付します。

給付額

対象となる
費用

原材料費

原料、材料、仕入物品

消耗品、荷造運賃

燃料費

ガソリン、重油

軽油、灯油

光熱費

電気、ガス

「令和4年4月～8月」の「対象となる費用」の合計が、「令和3年4月～8月」の「対象となる費用」の合計に比べ10万円以上
増加した中小企業者に対し、増加額に応じて給付されます。また、ＢＣＰを策定又は改定した場合加算金が給付されます。

原油価格・物価高騰対応

コスト増加額 １０万円以上２０万円未満 ２０万円以上３０万円未満 ３０万円以上

給付額（１者当たり） 5万円 10万円 １5万円

原油価格・物価高騰対応

５万円～１５万円
ＢＣＰ策定加算

１０万円

令和4年8月25日（木）～令和4年12月15日（木）※郵送の場合は当日消印有効申請期間

オンライン又は郵送にて受付します。（オンラインの方が早く審査されます。）申請方法

給付対象者

最大２５万円



Q 申請に必要となる資料は？

A 申請書、確定申告書の写しなどが必要です。また、１年前の単価と直近の単価が分かる書類として、仕入台帳、納品書、

領収書いずれかの写しが必要です。領収書の写し等は、主な物品についてのみ資料を提出してください。

なお、ＢＣＰ策定加算を申請する際には、策定したＢＣＰの写しが必要です。

Q コストはどのように算出するのか？

A 対象期間について、原油価格・物価高騰の影響を受けた原材料費、燃料費、光熱費に係る対象品目毎に、単価と月ごとの

合計を記載してください。対象品目が複数ある場合には、主要な１品目を記載いただくとともに、領収書の写し等を添付してく

ださい。基準期間についても同様とします。

Q ＢＣＰ策定加算のみの申請はできますか？

A できません。

Q ＢＣＰはどのような様式でもよいのか？

A どのような様式でも結構です。なお、


